
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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二
日
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称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
広

島
県
漁
業
系

廃
棄
物
対
策

協
議
会 

吉
村 

亮
洋

広
島
県
広
島

市
西
区
三
篠

北
町
七
番
一

七
号

こ
の
法
人
は
、
漁
業

生
産
活
動
に
伴
っ
て

生
ず
る
漁
業
系
廃
棄

物
に
つ
い
て
廃
棄
物

処
理
法
に
従
っ
た
具

体
的
処
理
基
準
を
示

す
こ
と
に
よ
り
、
漁

業
系
廃
棄
物
処
理
計

画
の
実
施
を
通
じ
た

適
正
処
理
を
確
保
し

生
活
環
境
の
保
全
及

び
公
衆
衛
生
の
向
上

を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

目
的
の
変
更 

平
成
二
四
年

三
月
七
日 


